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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱 

 

第一 会社等の寄附の規制強化 

一 個別制限の創設 （第２２条第４項関係） 

  会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）の

する政治活動に関する寄附は、各年中において、同一の政党又は同

一の政治資金団体に対しては、政治活動に関する寄附の総額の限度

額の５分の１に相当する額を超えることができない。 

二 会社等の寄附を受けることができる政党支部の制限 

  （第２１条関係） 

１ 会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）

のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部に

ついては、３による届出がされている指定政党支部に限るものと

する。 

２ 政党は、会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を

除く。）から政治活動に関する寄附を受けることができる支部と

して、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その

区域につき一に限り、指定することができる。 

３ 政党は、２による指定をしたときは、直ちに、文書で、その旨

並びに指定政党支部の名称及び主たる事務所の所在地を総務大臣

に届け出なければならない。その指定を取り消したとき等又はそ

の届け出た事項に異動があったときも、同様とする。 

４ ３による届出があったときは、総務大臣は、当該届出に係る事

項を、遅滞なく、官報への掲載、インターネットの利用その他の

適切な方法により公表しなければならない。 

 

第二 政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化 

一 総枠制限の創設 （第２１条の３第５項関係） 

  政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄

附は、各年中において、１億円を超えることができない。 

二 個別制限の創設及び強化 （第２２条第１項関係） 

  政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄

附は、各年中において、同一の政治団体に対しては、２０００万円



2 

を超えることができない。 

※ 現行法の個別制限：政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対して

５０００万円 

 

第三 その他 

一 施行期日 （附則第１条関係） 

  この法律は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次に掲げ

るものは、次に定める日から施行する。 

１ 二及び三 公布の日 

２ 第一の二２から４まで 令和８年１０月１日 

二 個人の寄附に係る税制上の措置に関する検討 （附則第２条関係） 

  個人のする政治活動に関する寄附を促進するため、個人が政治活

動に関する寄附をした場合の租税特別措置法に定める所得税額の特

別控除に係る次に掲げる事項については、速やかに、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 

 １ その控除率を１００分の４０以下の範囲内において引き上げる

こと。 ※ 現行法の控除率：１００分の３０ 

 ２ その適用の対象に、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会

の議員、都道府県知事又は指定都市の議会の議員若しくは市長に

係る資金管理団体に対してする政治活動に関する寄附を追加する

こと。 ※ 現行法の適用の対象：政党及び政治資金団体 

三 政党法制に関する検討等 （附則第３条関係） 

 １ 政党の政治活動の公明と公正の確保が図られるよう、政党の組

織、管理運営等に関する法制度の在り方について検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 

 ２ １の措置が講じられるに当たっては、当該措置に基づく法制度

の適用を受けない政党が会社、労働組合、職員団体その他の団体

（政治団体を除く。）から政治活動に関する寄附を受けることを

禁止する措置が、併せて講じられるものとする。 
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政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

政
治
資
金
規
正
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
□
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
□
を
□
以
下
□
に
改
め
□
同
条

第
四
項
中
□
一
以
上
の
市
町
村
□
特
別
区
を
含
む
□
□
の
区
域
□
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
つ
て
は
□
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
□
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け

ら
れ
る
支
部
□
を
□
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
政
党
支
部
□
に
改
め
□
同
条
に
次
の

七
項
を
加
え
る
□ 

５ 

政
党
は
□
会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除
く
□
□
か
ら
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
支
部
と
し
て
□
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
を
□
そ
の
区
域
に
つ
き
一
に

限
り
□
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

６ 

政
党
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書
で
□
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
指
定
を
し
た
政
党
の
支

部
□
次
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
□
指
定
政
党
支
部
□
と
い
う
□
□
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
総
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 



 

  
 

二

７ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
は
□
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
若
し
く
は
指
定
政
党
支
部

が
解
散
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書
で
□
そ
の
旨
□
同

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
□
そ
の
異
動
に
係
る
事
項
□
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

８ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
□
総
務
大
臣
は
□
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
□
遅
滞
な
く
□
官
報
へ
の
掲

載
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

９ 

政
党
の
支
部
が
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
□
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
□
当
該
支
部
は
□
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
出
期
限
を
経
過
し
た
日
に
解
散
し
た
も
の
と
み
な
す
□ 

 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
□
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
□
指
定
政
党
支
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
様
式
は
□
総
務
省
令
で
定
め
る
□ 

 

第
二
十
一
条
の
三
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
□
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

５ 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
一
億
円
を
超
え



  
 

三

る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
同
一
□
を
□
同
一
□
に
□
□
五
千
万
円
□
を
□
二
千
万
円
□
に

改
め
□
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

４ 

会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除
く
□
□
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中

に
お
い
て
□
同
一
の
政
党
又
は
同
一
の
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
は
□
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
の
限
度
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 

第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
第
一
号
中
□
若
し
く
は
第
三
項
□
を
□
□
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
□
に
□
□
若
し
く

は
第
二
項
□
を
□
□
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
□
に
改
め
る
□ 

 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
□
第
二
十
条
の
二
□
の
下
に
□
□
第
二
十
一
条
第
十
項
□
を
加
え
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
□
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
□ 



 

  
 

四

一 

次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定 

公
布
の
日 

二 
第
二
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
□
同
条
に
七
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定 

令
和
八
年
十
月
一
日 

 

□
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
税
制
上
の
措
置
に
関
す
る
検
討
□ 

第
二
条 

個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
促
進
す
る
た
め
□
個
人
が
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
租
税

特
別
措
置
法
□
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
□
に
定
め
る
所
得
税
額
の
特
別
控
除
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
□
速
や
か
に
□
検
討
が
加
え
ら
れ
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

そ
の
控
除
率
を
百
分
の
四
十
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
引
き
上
げ
る
こ
と
□ 

二 

そ
の
適
用
の
対
象
に
□
衆
議
院
議
員
□
参
議
院
議
員
□
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
□
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の

議
会
の
議
員
若
し
く
は
市
長
に
係
る
資
金
管
理
団
体
に
対
し
て
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
追
加
す
る
こ
と
□ 

 

□
政
党
法
制
に
関
す
る
検
討
等
□ 

第
三
条 

政
党
の
政
治
活
動
の
公
明
と
公
正
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
□
政
党
の
組
織
□
管
理
運
営
等
に
関
す
る
法
制
度
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
□ 



  
 

五

２ 

前
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
に
当
た
□
て
は
□
当
該
措
置
に
基
づ
く
法
制
度
の
適
用
を
受
け
な
い
政
党
が
会
社
□
労
働
組

合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除
く
□
□
か
ら
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
措
置

が
□
併
せ
て
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
□ 

 

□
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
□
政
令
で
定
め
る
□ 

 

□
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
□ 

第
五
条 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
政
治
資
金
規
正
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
□
の
項
第
一
号
イ
中
□
第
二
十
条
の
二
□
の
下
に
□
□

第
二
十
一
条
第
十
項
□
を
加
え
る
□ 

 





  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

最
近
に
お
け
る
政
治
資
金
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
□
政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
回
復
を
図
る
た
め
□
会
社
□
労
働
組
合

そ
の
他
の
団
体
及
び
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
制
限
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
□ 





 

一 

◎
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
政
治
資
金
規
正
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
□
職
員

団
体
□
国
家
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条
の

二
又
は
地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五
十

二
条
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
そ
の
他
の
団
体
は
□
政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附

を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

２
・
３ 

□
略
□ 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
党
の
支
部
で
□
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
政
党
支
部
以

外
の
も
の
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体

と
み
な
す
□ 

  

５ 

政
党
は
□
会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除

く
□
□
か
ら
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
支
部
と
し

 

□
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条 

会
社
□
労
働
組
合
□
労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
□
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二

十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
□
職
員
団
体
□
国
家
公

務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
第
百
八
条
の
二
又
は
地
方
公

務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
五
十
二
条
に
規
定
す

る
職
員
団
体
を
い
う
□
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
□
□
そ
の
他
の
団
体
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

者
に
対
し
て
は
□
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

２
・
３ 

□
同
上
□ 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
政
党
の
支
部
で
□
一
以

上
の
市
町
村
□
特
別
区
を
含
む
□
□
の
区
域
□
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
□
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
□

又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
以
外
の
も
の
は
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ

れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
す
□ 

□
新
設
□ 

 



  

二 

て
□
一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
を
□
そ
の
区

域
に
つ
き
一
に
限
り
□
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

６ 

政
党
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書
で
□

そ
の
旨
並
び
に
そ
の
指
定
を
し
た
政
党
の
支
部
□
次
項
及
び
第
十
項
に
お
い

て
□
指
定
政
党
支
部
□
と
い
う
□
□
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

７ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
は
□
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
取
り
消
し
た
と
き
若
し
く
は
指
定
政
党
支
部
が
解
散
し
た
と
き
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
□
直
ち
に
□
文
書

で
□
そ
の
旨
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き

は
□
そ
の
異
動
に
係
る
事
項
□
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

８ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
□
総
務
大
臣
は
□
当
該
届

出
に
係
る
事
項
を
□
遅
滞
な
く
□
官
報
へ
の
掲
載
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

９ 

政
党
の
支
部
が
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
□
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
当
該
支
部
は
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
出
期
限
を
経
過
し
た
日
に
解
散
し
た
も
の
と
み

な
す
□ 

 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
□
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
□
指
定
政

党
支
部
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
様
式
は
□
総
務
省
令
で
定
め

  

□
新
設
□ 

   

□
新
設
□ 

    

□
新
設
□ 

  

□
新
設
□ 

   

□
新
設
□ 

 

□
新
設
□ 



 

三 

る
□ 

  

□
寄
附
の
総
額
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条
の
三 

□
略
□ 

２
□
４ 

□
略
□ 

５ 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る

寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
一
億
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

６ 

□
略
□ 

 

□
寄
附
の
総
額
の
制
限
□ 

第
二
十
一
条
の
三 

□
同
上
□ 

２
□
４ 

□
同
上
□ 

□
新
設
□ 

 

５ 

□
同
上
□ 

 

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□

二
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
略
□ 

４ 

会
社
□
労
働
組
合
□
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
□
政
治
団
体
を
除
く
□
□
の

す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
同
一
の
政
党
又
は

同
一
の
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
は
□
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
限
度
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 

 

□
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
□ 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
□
各
年
中
に
お
い
て
□
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
□
五
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

２
・
３ 

□
同
上
□ 

□
新
設
□ 

 

 

□
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
□ 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
□
第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第

 

□
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
□ 

第
二
十
二
条
の
二 
何
人
も
□
第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第



  

四 

二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
前
条

第
一
項
□
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ

る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
□
団
体
に
あ
つ
て
は
□

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
□
は
□
一
年
以

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
項
□
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
□
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

□
略
□ 

  

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
も
の
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

 

一 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
六
条
の
三
□
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条
第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
三
項
□
第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
十

二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受
け
て
は

な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
□
団
体
に
あ
つ
て
は
□

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
□
は
□
一
年
以

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
□ 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
□
第
二
十
一
条
の
二
□
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

二
・
三 

□
同
上
□ 

  

□
事
務
の
区
分
□ 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
も
の
は
□
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
□ 

 
一 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□

第
六
条
の
三
□
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条
第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及

び
第
三
項
□
第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
□
第
十
九



 

五 

九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十
六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十
一

条
第
十
項
□
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
三
十
条
の
二
第
三
項
並
び
に
第

三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務 

 

二
・
三 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

条
の
二
□
第
十
九
条
の
十
六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十
二
条

の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
□
□
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

  

二
・
三 

□
同
上
□ 

２ 

□
同
上
□ 

 
 

 

 
 



  

六 

○
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
□
附
則
第
五
条
関
係
□ 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

□
略
□ 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

□
略
□ 
□
略
□ 

 
 

政
治
資
金
規
正
法

□
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
十
四

号
□ 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次

に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
六
条
の
三
□

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条

第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
□

第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
項
□
第
十
九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十

六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十

一
条
第
十
項
□
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
□
第
二
条
関
係
□ 

備
考 

□
同
上
□ 

法 
 

律 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

務 

□
同
上
□ 

□
同
上
□ 

 
 

政
治
資
金
規
正
法

□
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
九
十
四

号
□ 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
□
次

に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

第
六
条
第
一
項
□
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
第
六
条
の
三
□

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
□
第
七
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
□
同
条
第
三
項
□
第
十

七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
□
□
□
第
七
条
の
三
第
一
項
□
第
十
二
条

第
一
項
□
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
□

第
十
八
条
第
五
項
□
第
十
九
条
第
二
項
及
び

第
三
項
□
第
十
九
条
の
二
□
第
十
九
条
の
十

六
□
第
二
十
条
□
第
二
十
条
の
二
□
第
二
十

二
条
の
六
第
五
項
□
第
二
十
二
条
の
六
の
二



 

七 

□
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
並
び
に
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

ロ
・
ハ 

□
略
□ 

二 

□
略
□ 

 
 

□
略
□ 

□
略
□ 

  

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
□
□
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

 

ロ
・
ハ 

□
同
上
□ 

二 

□
同
上
□ 

 
 

□
同
上
□ 

□
同
上
□ 

 

 
 

   


